
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定建築物 

（市有） 

〈多数の者が利用する建築物〉 

 

特定建築物 

（民有＋市有） 

〈多数の者が利用する建築物〉 

本市では、平成 18 年 1 月に改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」
に基づき、地震による建築物等の倒壊又は損壊により生ずる人的被害および物的被害
を防止・軽減させ、市民の安全・安心を確保することを目的に、「秋田市耐震改修促
進計画」を平成 19 年 12 月に策定しました。 
この計画は、令和３年３月に計画期間の満了を迎えるため、平成 19 年度から令和

２年度までを第１期計画としてその進捗と効果を検証したうえで、令和３年度から令
和７年度までの第２期計画を策定します。 

 

耐
震
化
の
現
状 

99.6％ 
総数 450 棟 

約 93％ 
総数 1,133 棟 

 

 

目
標 

 

耐
震
化
促
進
の
た
め
の
施
策 

◆啓発と知識の普及 

地震防災マップ等の啓発資料やホームページ等により、市民が耐震化を進めや

すい情報を提供。 

◆民間建築物に対する耐震化に関する施策 

木造住宅の耐震診断士派遣、耐震改修設計・耐震改修工事に対しての補助や、危

険なブロック塀等の除却工事に対する補助を実施。 

◆法による指導等 

建築物の耐震改修の促進に関する法律や建築基準法により、耐震化が必要な特
定建築物を指導。 

耐震化促進の概念 

●所有者等にとって耐震診断

と耐震改修を行いやすい環

境整備や、費用負担軽減の

ための制度構築などの施策

を講じる 

●「民」「産」「学」「官」

の連携により耐震化を

促進 
 

計
画
の
目
的 

約 87％ 
総数 136,000 戸 

●建築物の所有者等が、

地域防災対策を自らの

問題、地域の問題とし

て意識して取り組む 

●優先的に耐震化に着手すべ

き建築物、重点的に耐震化

すべき区域を設定 

第２期秋田市耐震改修促進計画の概要 

3.5％ 
総数 550 件 

 

Ｈ
18
年
度 

Ｒ
元
年
度 

Ｒ
７
年
度 

93％ 

総数 133,900 戸 

95％ 

総数 1,141 棟 

100％ 

総数 450 棟 

30％ 

総数 550 件 

約 77％ 
総数 126,500 戸 

約 70％ 

総数 382 棟 

約 78％ 
総数 937 棟 

危険ブロック塀等 

〈小学校の通学路 

 に面するもの〉 

 

         耐 震 化 率            解 消 率   

住 宅 

大学等 
＜調査・研究＞

秋田市
＜環境整備＞ 

所有者 
＜意識向上＞

建築士 
建築業者

＜技術力向上＞ 

促進体制


